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都道府県労働局長殿

地発 0331 第 1号

基発 0331 第 4号

平成 23年3月31臼

厚生労働省大臣官房地方課長

(公印省略)

厚生労働省労働基準局長

( 公 印 省 略 )

都道府県労働局労働基準部健康安全課及び健康諜の設置について

都道府県労働局労働基準部健康安全課及び健康課の設置について、見日添 1及

びJlIJ添2のとおり、「厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(平成23年厚

生労働省令第 44号)Jが平成23年3月31日に公布され、 4月1日から施行

されるので通知する。

なお、本改正に伴い、従前に発出した通達その他の文書における組織名につ

いては、安全衛生課(長)を健康安全課(長)、労働衛生課(長)を健康課(長)、

と読み替えることとするので了知されたい。
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O
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号

厚
生
労
働
省
設
置
法
(
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
)
第
十
六
条
第
四
項
、
第
十
八
条
第
二
一
項
、
第
十
九
条
第
四
項
、
第

二
十
一
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
第
二
項
並
び
に
厚
生
労
働
省
組
織
令
(
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百

五
十
二
号
)
第
百
三
十
六
条
第
二
項
、
第
百
三
十
八
条
第
二
項
、
第
百
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
五
十
一
二
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

並
び
に
罰
法
及
び
向
令
を
実
施
す
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

細
川

律
夫

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

厚
生
労
働
省
組
織
規
郎
(
平
成
十
一
二
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
企
画
官
」

の
下
に
で
審
査
企
画
官
」
を
加
え
、

同
条
第
一
項
中
「
二
十
四
人
」
を
「
二
十
一
二
人
、

審
査
企
画
宮
一
人
」
に
改
め
、

同
条
第
七
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、

開
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

7 

審
査
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、

厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
審
査
に
関
す
る
特
定
事
項
の
企
画
及
び
立
案
に
当頁



た
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
を
「

(
医
療
政
策
企
画
官
及
び
医
療
安
全
推
進
官
)
」
に
改
め
、

同
条
第
一
項
中
「
医
療
安
全
推
進
官

を

「
医
療
政
策
企
画
宮
及
び
医
療
安
全
推
進
官
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2 

医
療
政
策
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
保
健
医
療
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
特
定
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び

に
調
整
に
関
す
る
こ
と
を
行
う
。

第
十
三
条
の
こ
を
削
る
。

第
十
三
条
の
三
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
医
師
確
保
等
地
域
医
療
対
策
室
」

の
下
に
「
及
び
医
療
関
連
サ
ー
ビ
ス
室

」
を
加
え
、

同
条
を
第
十
三
条
の
こ
と
し
、

同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

4 

医
療
関
連
サ
ー
ビ
ス
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
の
経
営
管
理
の
改
善
に
関
す
る
事
業
(
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
行
う
も
の
に

限
る
。
)

の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
に
お
け
る
業
務
委
託
(
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
十
五
条
の
こ
の頁



規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
業
務
の
委
託
を
い
う
。
)
に
関
す
る
こ
と
。

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
)
第
二
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
衛
生
検

査
所
に
関
す
る
こ
と
。

5 

医
療
関
連
サ
ー
ビ
ス
室
に
、
室
長
を
置
く
。

第
十
六
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
一
唄
中
「
医
療
関
連
サ
ー
ビ
ス
室
並
び
に
」
を
削
り
、
開
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り

、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
国
立
病
院
機
構
管
理
室
並
び
に
政
策
医
療
推
進
官
及
び
調
査
官
)

第
十
八
条

国
立
病
院
課
に
、
冨
立
病
院
機
構
管
理
室
並
び
に
政
策
医
療
推
進
官
(
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ

て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
)

及
び
調
査
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

2 

国
立
病
院
機
構
管
理
室
は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

3 

国
立
病
院
機
構
管
理
室
に
、
室
長
を
置
く
。

4 

政
策
医
療
推
進
宮
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

頁



国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
お
い
て
行
う
べ
き
国
民
の
健
康
に
重
大
な
影
響
の
あ
る
疾
病
に
関
す
る
医
療
そ
の
他
の

国
の
医
療
政
策
と
し
て
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
が
担
う
べ
き
医
療
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
が
行
う
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
医
療
に
関
す
る
業
務
の
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

5 

調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
職
員
の
組
織
す
る
団
体
に
関
す
る
特
定
事
項
の
調
査
、
企
画

及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
当
た
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
六
人
」
を

「
五
人
」

に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
六
人
」
を
「
主
人
」

に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
四
項
中
「
を
い
う
。
」

の
下
に

「
第
四
十
七
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
高
齢
者
雇
用
事
業
室
)

第
四
十
七
条

高
齢
者
雇
用
対
策
課
に
、
高
齢
者
雇
用
事
業
室
を
置
く
。

2 

高
齢
者
一
雇
用
事
業
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

四
頁



高
年
齢
者
の
雇
用
の
確
保
及
び
就
業
の
機
会
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

高
年
齢
者
等
の
再
就
職
の
促
進
に
関
す
る
こ
と

(
政
府
が
行
う
職
業
紹
介
及
び
職
業
指
導
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
)
。

厚
生
労
働
省
組
織
令
第
八
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
高
年
齢
者
等
の
職
業
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

3 

高
齢
者
一
一
雇
用
事
業
室
に
、
室
長
を
置
く
。

第
五
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
均
衡
待
遇
推
進
室
)

第
五
十
六
条

一
短
時
間
・
在
宅
労
働
課
に
、
均
衡
待
遇
推
進
室
を
置
く
。

2 

均
衡
待
遇
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

短
時
間
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
に
つ
い
て
の
事
業
主
に
対
す
る
指
導
そ
の
他
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

短
時
間
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
事
業
主
の
措
置
に
つ
い
て
の
労
働
者
と
事
業
主
と
の
聞
の
紛
争
の
調
停
に
関

す
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局
の
行
う
前
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

3 

均
衡
待
遇
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

五
頁



第
六
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
全
国
健
康
保
険
協
会
管
理
室
)

第
六
十
八
条
の

保
険
課
に
、
全
国
健
康
保
険
協
会
管
理
室
を
置
く
。

2 

全
国
健
康
保
険
協
会
管
理
室
は
、
全
国
健
康
保
険
協
会
の
行
う
業
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

3 

全
国
健
康
保
険
協
会
管
理
室
に
、
室
長
を
置
く
。

第
七
十
五
条
(
見
出
し
を
含
む
。
)
中
「
政
策
調
査
官
」
を

「
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
推
進
官
」
に
改
め
る
。

第
百
ニ
十
一
条
第
一
項
中
「
東
京
検
疫
所
川
崎
検
疫
所
支
所
、
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
東
京
検
疫
所
東
京
空
港
検
疫

所
支
所
」

の
下
に
「
、
東
京
検
疫
所
川
崎
検
疫
所
支
所
」
を
加
え
る
。

第
五
百
十
六
条
中
「
こ
れ
」
を

「
放
射
線
の
安
全
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
」
に
改
め
る
。

第
五
百
三
十
八
条
の
見
出
し
中
「
企
画
調
整
主
幹
」

の
下
に
「
及
び
統
括
研
究
官
」
を
加
え
、

同
条
第
一
項
中
二
人
」

の

下
に
「
及
び
統
括
研
究
宮
九
人
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
こ
れ
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改
め
、

問
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3 

統
括
研
究
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
所
掌
事
務
に
係
る
養
成
及
び
訓
練
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る

六
頁



学
理
の
応
用
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
総
括
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

第
五
百
三
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
国
立
保
健
医
療
科
学
院
に
置
く
部
等
)

第
五
百
三
十
九
条

国
立
保
健
医
療
科
学
院
に
、
次
の
七
部
及
び
研
究
情
報
支
援
研
究
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

総
務
部

政
策
技
術
評
価
研
究
部

生
涯
健
康
研
究
部

医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
研
究
部

生
活
環
境
研
究
部

健
康
危
機
管
理
研
究
部

国
際
協
力
研
究
部

第
五
百
四
十
条
第
二
号
中
「
こ
れ
」
を

「
こ
れ
ら
」
に
改
め
、

同
条
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、

同
号

を
同
条
第
四
号
と
し
、

同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
口
す
を
加
え
る
。

七
頁



図
書
の
収
集
、
保
管
及
び
閲
覧
並
び
に
業
績
誌
の
編
集
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
百
四
十
一
条
中
「
教
務
課
」
を
「
研
修
・
業
務
課
」
に
改
め
る
。

第
五
百
四
十
二
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

図
書
の
収
集
、
保
管
及
び
閲
覧
並
び
に
業
績
誌
の
編
集
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
百
四
十
四
条
(
見
出
し
を
含
む
。
)
中
「
教
務
課
」
を
「
研
修
・
業
務
課
」
に
改
め
、

「
訓
練
」

の
下
に
「
並
び
に
こ

れ
ら
に
対
す
る
学
理
の
応
用
の
調
査
及
び
研
究
」
を
加
え
る
。

第
五
百
四
十
五
条
か
ら
第
五
百
六
十
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
政
策
技
術
評
価
研
究
部
の
所
掌
事
務
)

第
五
百
四
十
五
条

政
策
技
術
評
価
研
究
部
は
、

国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
保
健
医
療
及
び
生
活
衛
生
並

び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
社
会
福
祉
(
以
下
「
保
健
医
療
等
」
と
い
う
。
)
に
関
す
る
政
策
及
び
技
術
に
対
す
る
科
学
的
評

価
、
研
究
の
動
向
の
分
析
並
び
に
統
計
の
高
度
利
用
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

(
生
涯
健
康
研
究
部
の
所
掌
事
務
)

第
五
百
四
十
六
条

生
涯
健
康
研
究
部
は
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、

生
涯
に
わ
た
る
疾
病
及
び
障
害
の

}¥. 

頁



予
防
、
健
康
の
保
持
及
び
増
進
並
び
に
保
健
指
導
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

(
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
研
究
部
の
所
掌
事
務
)

第
五
百
四
十
七
条

医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
研
究
部
は
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、

医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

(
生
活
環
境
研
究
部
の
所
掌
事
務
)

第
五
百
四
十
八
条

生
活
環
境
研
究
部
は
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、

生
活
環
境
に
係
る
保
健
衛
生
に
係

る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

(
健
康
危
機
管
理
研
究
部
の
所
掌
事
務
)

第
五
百
四
十
九
条

健
康
危
機
管
理
研
究
部
は
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
健
康
危
機
管
理
に
係
る
も
の

を
つ
か
さ
ど
る
。

(
国
際
協
力
研
究
部
の
所
掌
事
務
)

第
五
百
五
十
条

国
際
協
力
研
究
部
は
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

保
健
医
療
等
に
関
す
る
国
際
協
力
の
企
画
、
調
整
、
実
施
及
び
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

九
頁



保
健
医
療
等
に
関
す
る
国
外
の
情
報
の
収
集
及
び
分
析
並
び
に
国
際
保
健
活
動
に
携
わ
る
人
材
の
育
成
技
術
に
関
す
る

こ
と
。

(
研
究
情
報
支
援
研
究
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
)

第
五
百
五
十
一
条

研
究
情
報
支
援
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
保
健
医
療
等
に
関
す

る
情
報
の
収
集
、
評
価
、
利
用
及
び
提
供
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
五
百
五
十
二
条
か
ら
第
五
百
六
十
条
ま
で

削
除

第
七
百
五
条
の
こ
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
健
康
保
険
組
合
の
行
う
業
務
に
つ
い
て
の
指
導
に
関
す
る
事
務
の
円
滑
な
遂
行
の
た
め
特
に
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
冨
民
健
康
保
険
組
合
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
以
外
の
地
方
厚
生
局

に
対
し
て
、

そ
の
管
轄
区
域
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
当
該
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
百
二
十
八
条
第
一
項
中
「
関
東
信
越
厚
生
局
、
近
畿
厚
生
局
及
び
九
州
厚
生
局
に
限
る
」
を
「
北
海
道
厚
生
局
、
東
北

厚
生
局
及
び
中
国
四
国
厚
生
局
を
除
く
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
関
東
信
越
厚
生
局
」

の
下
に
「
、
東
海
北
陸
厚

生
局
」
を
加
え
、

同
項
第
三
号
を
削
り
、

問
項
第
四
号
を
同
項
第
三
日
す
と
す
る
。

O 
頁



第
七
百
三
十
四
条
第
二
項
中
「
前
条
」
を

「
第
七
百
三
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
七
百
三
十
五
条
第
一
項
中
「
鑑
定
課
に
、
」
を
「
関
東
信
越
厚
生
局
、
近
畿
厚
生
局
及
び
九
州
厚
生
局
の
鑑
定
課
に
、

そ

れ
ぞ
れ
」
に
改
め
、

ご
一
人
を
」

の
下
に
「
、
東
海
北
陸
厚
生
局
の
鑑
定
課
に
、
鑑
定
官
一
人
」
を
加
え
る
。

第
七
百
七
十
七
条
中
「
安
全
衛
生
課
」
を
「
健
康
安
全
課
」
に
、

「
労
働
衛
生
課
」
を

「
健
康
諜
」
に
改
め
る
。

第
七
百
八
十
一
条
(
見
出
し
を
含
む
。
)
中
「
安
全
衛
生
課
」
を
「
健
康
安
全
課
」
に
改
め
る
。

第
七
百
八
十
三
条
(
見
出
し
を
含
む
。
)
中
「
労
働
衛
生
課
」
を
「
健
康
諜
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
愛
知
の
款
岡
崎
(
西
尾
)

の
項
管
轄
区
域
の
欄
及
び
別
表
第
五
愛
知
の
款
西
尾
の
項
管
轄
区
域
の
欄
中
「
、
幡
豆

郡
」
を
削
る
。

的

員日

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

頁



手lネヱ

O
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
(
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
)
新
旧
対
照
表

(
本
則
関
係
)

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

31 21 第十 81 71 2 第

自リ
す 置く ( す 1査三

(る医 三医 (る 審査 6 企条情報
除 路特 療 o 条療政 )略特定)定 政 企略)官画 総務公開

事項 策
総務 企策 事項

戸よ乙、
画官は 及人び 課に、 文書室の 画

課に 画官 の
j丘へ二 官 ょ人ι 

薗 l立 、及 商 命
務訟官 報情 及び及 医 び 及 を

び 命 療 医 び ~けZι L 公広 改
立 を 政 療 立

人文開報室案 J戸ζ， 策 安 案 て
並 It ノ斗工、二 全

、
を書室 並

び て 画 推 当 厚
霞く 及びに、

官 進 た生 JE 
調 保 及 ( 白 る 労 。び企
整 健 び

) 

働 広酒

関に 療盟主 療医 省 報室 官
の

す に 安
所掌事

び並 査審 案
る関 全
こす 推 に 企
とる 進 務

企画官 闘官及を基 官

行つ 本的
それぞ す関

二ぴ
。な る 十

訟務{ 同政 れ
審3ま策 人

人
関 を 関 審

21 第 21 
第十 ( 

71 2 第
般 調 ( 十 ( 

61 訟務官 条コ ( 情報国 査 関 国

霊L給 霊童安金
関 ~ 官 係 条 立 絡 略
す 病 そ の 。コ 病

(略人一 課総務 公関
事る 院 tも あ 二機院

機 ぞ る
)を 文書室務 構 れ 他 政 構 置に

を 会鴎堂写 の 策 管 に官 く
イコ 理 人 職 医 理

情報 及ぴカ冶 室
聞をく

を 療 室 医
さ l土 占 課 並 療 YムL μ付ーλ 改
ど

、
め び

安全 開文 報筆る ま虫 る
、

。立 者 国 政 推
書室 並び行 を立 策 進

政 も病 医 官 及 に 正
法 つ院 療 ぴ 企
人 て 機 推 人 広間官
国 充

構管 進官 を
報室 及ず7 て 置

病 ら理 及 く 並び 前
院 れ 室 び

。

企びに 務官訟機 る並 調
構 もび 査
の の 官

画官
組織 と

策政
す

及 るo 療医 十
び 四

運営
) 

推進 人
及 及
び官 び

頁



(
医
師
確
保
等
地
域
医
療
対
策
室
及
び
医
療
関
連
サ
ー
ビ
ス
室
)

第
十
寸
詞
叫
ゴ
指
導
課
に
、
医
師
確
保
等
地
域
医
療
対
策
室
ー
刻
訓
医
療
関
連
サ
i
ピ

刈
劃
を
置
く
。

2

・
3

(

略
)

4
国
側
関
湖
判
川
同
刈
割
削
1
剖
叫
捌
間
引
覇
刻
剖
寸
村
副
司
引
吋
i

斗
剰
闘
寸
割
劇
開
刻
叫
馴
国
珂
制
組
制
笥
瑚
州
制
劃
叫
闘
利
引
覇
剰
ベ
闘
刻
胡
刻

方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
行
う
も
の
に
限
る
。
)
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

斗
樹
開
制
劇
岡
刻
哨
刷
周
到
叫
判
例
刻
謝
剖
到
司
副
劇
剖
割
引
」
叶
弓
削

法
律
第
二
百
五
号
)
第
十
五
条
の
こ
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
業
務
の
委
託
を
い

う
。
)
に
関
す
る
こ
と
。

ヨ
嗣
劇
樹
到
剖
開
制
叫
闘
引
引
出
制
割
引
斗
司
副
制
剤
矧
廿
刊
対
司
割
」

十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
衛
生
検
査
所
に
関
す
る
こ
と
。

医
療
関
連
サ
ー
ビ
ス
室
に
、
室
長
を
置
く
。

51 
(
医
療
機
器
政
策
室
及
び
首
席
流
通
指
導
官
)

3
国
立
病
院
機
構
管
理
室
に
、
室
長
を
置
く
。

4

政
策
医
療
推
進
宮
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

J
l

岡
判
ベ
バ
叶
刈
矧
劇
謝
珂
叫
判
川
寸
矧
引
ぺ
剖
闘
同
剖
倒
劇
叫
重
大
な
影
響
の

刺
引
剖
矧
凶
闘
利
引
困
劇
引
制
倒
例
岡
例
困
劇
劇
剰
剖
叫
寸
劇
剖
ベ
叶
剖
叶
矧
療

養
所
が
担
う
べ
き
医
療
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

二
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
が
行
う
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

ゴ
岡
対
ベ
叶
叫
叶
矧
劇
割
問
叫
国
劇
叫
闘
利
引
剰
刻
叫
樹
朝
刻
叶
闘
割
叫
闘
吋
引

予」レ
r

」。

51 

調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
職
員
の
一
組
蹴
引
る
団
体

に
間
利
引
矧
創
割
判
叫
調
剤
寸

d
岡
刻
別
封
剰
劃
叫
叫
制
劉
吋
割
削
引

(
医
師
確
保
等
地
域
医
療
対
策
室
)

第
十
三
条
の
=
一
指
導
課
に
、
医
師
確
保
等
地
域
医
療
対
策
室
を
霞
く
。

つ
ん
“
・
内
〈
υ

(
略
)

(
医
療
機
器
政
策
室
及
び
医
療
関
連
サ
ー
ビ
ス
室
並
び
に
首
席
流
通
指
導
官
)

頁



第
十
六
条

経
済
課
に
、
医
療
機
器
政
策
室
及
び
首
席
流
通
指
導
官
一
人
を
置
く
。

内
ム
・
つ
リ

(
略
)

(
削
除
)

(
削
除
)

4

(

略
)

(
国
立
病
院
機
構
管
理
室
並
び
に
政
策
医
療
相
進
官
丸
び
調
査
官
)

第
十
人
条
国
立
病
院
課
に
、
閤
立
病
院
機
構
管
理
室
並
び
に
政
策
医
療
推
進
官
(
関

側
叫
刻
引
制
叫
樹
針
剖
削
刻
刻
刻
叫
寸
寸
対
寸
叶
利
引
引
制
け
刊
引
叶
叶
対
叶
制
到

割
引
利
引
叫
汁
刈
剖
間
引
1

計
岡
対
捌
阿
槻
樹
制
周
到
同
寸
剖
刻
研
酎
剖
刈
国
封
矧
闘
樹
槻
叫
制
制
刻
羽
組
制
寸

劇
吋
闘
引
引
朝
刻
剖
寸
叫
引
け
引
吋
i

叶
引
困
封
劇
剖
樹
樹
制
刻
謡
叶
1
到
到
刻
園
。
叶
|

4

政
策
医
療
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
あ
事
務
を
行
う
。

J
I

割
判
ベ
斗
叫
叶
矧
剣
謝
阿
は
科
川
寸
矧
外
ぺ
剖
割
問
叫
倒
劇
叫
劃
対
引
制
劉
叫

あ
る
疾
病
に
関
す
る
医
療
そ
の
他
の
国
の
医
療
政
策
と
し
て
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療

剰
刺
洲
矧
外
ぺ
計
困
劇
叫
樹
側
叫
闘
引
引
斗
剖
叶
l

斗
割
判
ベ
刈
叫
叶
矧
劇
謝
刑
判
伺
引
刷
矧
叫
闘
利
引
斗
計
叶

第
十
六
条
経
済
課
に
、
医
療
機
器
政
策
室
及
び
医
療
関
連
サ
ー
ビ
ス
室
波
び
に
首
席

流
通
指
導
官
一
人
を
置
く
。

2

・
3

(

路
)

4

医
療
関
連
サ
!
ピ
ス
実
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

寸
矧
閥
寸
刻
劇
阿
刻
叫
馴
劇
阿
同
制
川
引
剰
刻
劃
剖
ベ
困
劇
判
ベ
叫
制
「
刊
ヨ
刑

制
倒
司
副
到
司
剥
刊
到
到
叶
日
劇
回
同
副
引
制
料
利
引
剰
割
削
劃
剖
剖
川

う
。
)
に
関
す
る
こ
と
。

斗
矧
闘
寸
制
劇
岡
刻
叫
側
副
開
削
組
制
制
瑚
叫
酎
劃
同
闘
利
引
割
矧
ベ
闘
刻
叫
制

対
創
出
ベ
酎
倒
凶
州
叫
謝
料
矧
引
叫
叫
同
岡
引
叶
叶
叶
樹
謝
叫
倒
引
引
ゴ
H
1

一
ニ
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
)
第
二

竹
創
司
塑
域
同
刻
創
利
引
倒
矧
樹
記
聞
吋
闘
引
引
司

医
療
関
連
サ
ー
ビ
ス
震
に
、
室
長
を
霞
く
。

(
絡
)

61 51 第
十
八
条

頁



一
一
一
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
聞
の
医
療
に
関
引
る
業
務
の
指
場
刻
制
監
督
に
関
刑
判
る

こ》」。

5[ 
lこ
闘調
す1査
る|官
特{は
定1 、

事l命
項lを
の|受
調lけ
査iて、t 、

企i国
画l立
及|ハ
び|ン
立|セ
案|ン
並|病
び|療
に|養
調|所
整|の
に|職
当|員
た|の
る|組|

0' 織l

す|
る
団
体

(
公
共
職
業
安
定
所
運
営
企
画
室
並
び
に
中
央
職
業
指
導
官
及
び
首
席
職
業
指
導
官

並
び
に
中
央
職
業
安
定
監
察
官
及
び
主
任
中
央
職
業
安
定
監
察
官
)

第
四
十
一
条
総
務
課
に
、
公
共
職
業
安
定
所
運
営
企
画
室
並
び
に
中
央
職
業
指
導
官

五
人
及
び
首
席
職
業
指
導
官
一
人
並
び
に
中
央
職
業
安
定
監
察
官
九
人
及
び
主
任
中

央
職
業
安
定
監
察
官
一
人
を
置
く
。

(
略
)

。“f
〉
ケ
'

(
調
査
官
並
び
に
中
央
雇
用
保
険
監
察
官
及
び
主
任
中
央
雇
用
保
険
監
察
官
)

第
四
十
三
条
雇
用
保
険
課
に
、
調
査
官
一
人
並
び
に
中
央
雇
用
保
検
監
察
官
到
刈
及

ぴ
主
任
中
央
雇
用
保
険
監
察
官
一
人
を
置
く
。

(
略
)

2
f〉
4(

若
年
者
雇
用
対
策
室
及
び
就
労
支
援
室
並
び
に
一
一
雇
用
支
援
企
画
官
)

第
四
十
四
条
(
略
)

2
・
3

(

略
)

4
就
労
支
援
室
は
、
炭
鉱
労
働
者
及
び
炭
鉱
離
職
者
、
日
震
労
働
者
並
び
に
就
職
が

困
難
な
者
(
高
年
齢
者
等
(
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和

四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
)
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
年
齢
者
等
を
い
う
。

剣
四
刊
廿
斜
矧
寸
詞
剣
コ
引
刻
叫
矧
ヨ
剖
叫
掛
川
寸
剛

U
1
)
及
び
障
害
者
を
除
く

。
)
の
雇
用
機
会
の
確
保
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

(
略
)

F
b
-
n
o
 

(
公
共
職
業
安
定
所
運
営
企
画
室
並
び
に
中
央
職
業
指
導
官
及
び
首
席
職
業
指
導
官

並
び
に
中
央
職
業
安
定
監
察
官
及
び
主
任
中
央
職
業
安
定
監
察
官
)

第
四
十
一
条
総
務
課
に
、
公
共
職
業
安
定
所
運
営
企
画
室
並
び
に
中
央
職
業
指
導
官

六
人
及
び
首
席
職
業
指
導
官
一
人
並
び
に
中
央
職
業
安
定
監
察
官
九
人
及
び
主
任
中

央
職
業
安
定
監
察
官
一
人
を
置
く
。

(
略
)

。
ム
イ
〉

7
a

(
調
査
官
並
び
に
中
央
雇
用
保
険
監
察
官
及
び
主
任
中
央
雇
用
保
険
監
察
官
)

第
四
十
一
二
条
一
雇
用
保
険
課
に
、
調
査
官
一
人
並
び
に
中
央
雇
用
保
険
監
察
官
ペ
バ
及

ぴ
主
任
中
央
一
庭
用
保
険
監
察
官
一
人
を
置
く
。

(
略
)

2
rう
4(

若
年
者
雇
用
対
策
室
及
び
就
労
支
援
室
並
び
に
雇
用
支
援
企
画
官
)

第
四
十
四
条
(
略
)

2
・
3

(

路
)

4

就
労
支
援
室
は
、
炭
鉱
労
働
者
及
び
炭
鉱
離
職
者
、
日
雇
労
働
者
並
び
に
就
職
が

困
難
な
者
(
高
年
齢
者
等
(
高
年
齢
者
等
の
一
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和

四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
)
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
年
齢
者
等
を
い
う
。

)
及
び
障
害
者
を
除
く
。
)
の
雇
用
機
会
の
確
保
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

R
0

・戸。

(
路
)

四
頁



(
高
齢
者
雇
用
事
業
室
)

第
四
』
社
副
刑
制
制
剖
周
用
対
策
課
に
、
高
齢
者
雇
用
事
業
室
を
置
く
。

2

高
齢
者
雇
用
事
業
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

寸
削
刑
制
剖
叫
周
刷
州
樹
倒
別
例
制
剰
州
側
副
司
州
制
倒
叫
倒
利
引
ご
と
。

二
高
年
齢
者
等
の
再
就
職
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
(
政
府
が
行
う
職
業
紹
介
及
び

樹
剰
樹
湖
叫
闘
利
引
日
剖
附
り
「
叶
A

|

ヨ
周
到
矧
倒
制
紺
制
剣
矧
川
剣
矧
ヨ
刻
矧
ヨ
司
叫
樹
叶
引
割
刻
叫
引
引
剤
刑
制
剥

等
の
職
業
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

高
齢
者
雇
用
事
業
室
に
、
室
長
を
置
く
。

31 
(
均
衡
待
遇
推
進
室
)

第
五
十
六
条
短
時
間
・
在
宅
労
働
課
に
、
均
衡
待
遇
推
進
室
を
置
く
。

2

均
衡
待
遇
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

↓
倒
矧
闘
矧
倒
剖
叫
樹
制
叫
樹
湖
叫
寸
川
寸
叫
剃
剰
劃
叫
矧
引
引
指
導
そ
の
他
の

措
置
に
関
す
る
こ
と
。

二
短
時
間
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
事
業
主
の
措
置
に
つ
い
て
の
労
働
者

と
事
業
主
と
の
間
の
紛
争
の
調
停
に
関
す
る
こ
と
。

三
都
道
府
県
労
働
局
の
行
う
前
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に

つ
い
て
の
指
導
に
関
す
る

ニシ」。

31 

均
衡
待
遇
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

(
企
国
矧
康
保
険
協
会
管
理
室
)

第
六
十
八
条
の
二
保
険
課
に
、
全
国
健
康
保
険
協
会
管
理
室
を
置
く
。

2

全
国
健
康
保
険
協
会
管
理
室
は
、
全
国
健
康
保
険
協
会
の
行
う
業
務
に
関
す
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

(
高
齢
者
能
力
活
用
企
画
官
)

第
四
十
七
条
高
齢
者
雇
用
対
策
課
に
、
高
齢
者
能
力
活
用
企
画
官
一
人
を
置
く
。

2
高
齢
者
能
力
活
用
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
高
年
齢
者
の
能
力
の
活
用
に
関
す

る
特
定
事
項
の
企
画
及
び
立
案
に
当
た
る
。

(
調
査
官
)

第
五
十
六
条
短
時
間
・
在
宅
労
働
課
に
、
調
査
官
一
人
を
置
く
。

2
調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
短
時
間
労
働
者
の
福
祉
の
僧
進
に
関
す
る
事
務
で
調

査
そ
の
他
の
専
門
的
事
項
に
係
る
も
の
を
行
う
。

五
頁



31 

全
国
健
康
保
険
協
会
管
理
室
に
、
室
長
を
置
く
。

(
ア
フ
タ
ー
サ
!
日
ス
掛
進
官
)

第
七
十
五
条
本
省
に
、
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
推
進
官
一
人
を
置
く
。

2

対
オ
列
川
利
川
叫
刈
樹
組
制
聞
は
、
政
策
評
価
官
の
職
務
の
う
ち
特
定
事
項
の
調
査

、
企
画
及
び
立
案
を
助
け
る
。

(
支
所
に
置
く
課
等
)

第
百
二
十
一
条
名
古
屋
検
疫
所
清
水
検
疫
所
支
所
及
び
福
岡
検
疫
所
門
司
検
疫
所
支

所
に
、
次
の
二
課
及
び
統
括
食
品
監
視
官
一
人
を
置
く
。

2 

庶
務
課

検
疫
衛
生
課

(
略
)

東
京
検
疫
所
東
京
空
港
検
疫
所
支
所
1
劇
京
検
疫
所
川
崎
検
疫
酬
支
所
、
名
古
屋

検
疫
所
中
部
空
港
検
疫
所
支
所
及
び
福
岡
検
疫
所
福
岡
空
港
検
疫
所
支
所
に
、
次
の

三
課
を
置
く
。

庶
務
課

検
疫
衛
生
課

食
品
監
視
課

3 

(
代
謝
生
化
学
部
の
所
掌
事
務
)

第
五
百
十
六
条
代
謝
生
化
学
部
は
、
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
の
所
掌
事
務
の

う
ち
、
関
連
物
質
の
代
謝
生
化
学
的
試
験
及
び
樹
刷
綱
叫
到
剣
制
剖
剥
叶
叫
司
利
引

に
必
要
な
研
究
を
行
う
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。

(
政
策
調
査
官
)

第
七
十
五
条
本
省
に
、
政
策
調
査
官
一
人
を
置
く
。

2

政
策
調
査
官
は
、
政
策
評
価
宮
の
職
務
の
う
ち
特
定
事
項
の
調
査
、
企
画
及
び
立

案
を
助
け
る
。

(
支
所
に
霞
く
謀
等
)

第
百
二
十
一
条
東
京
検
疫
所
川
崎
検
疫
所
支
所
、
名
古
屋
検
疫
所
清
水
検
疫
所
支
所

及
び
福
岡
検
疫
所
門
司
検
疫
所
支
所
に
、
次
の
二
課
及
び
統
括
食
品
監
視
官
一
人
を

置
く
。

2 

庶
務
課

検
疫
衛
生
課

(
略
)

東
京
検
疫
所
東
京
空
港
検
疫
所
支
所
、
名
古
屋
検
疫
所
中
部
空
港
検
疫
所
支
所
及

び
福
岡
検
疫
所
福
岡
空
港
検
疫
所
支
所
に
、
次
の
三
課
を
置
く
。

3 

庶
務
課

検
疫
衛
生
課

食
品
監
視
課

(
代
謝
生
化
学
部
の
所
掌
事
務
)

第
五
百
十
六
条
代
謝
生
化
学
部
は
、
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
の
所
挙
事
務
の

う
ち
、
関
連
物
質
の
代
謝
生
化
学
的
試
験
及
び
叶
叫
に
必
要
な
研
究
を
行
う
こ
と
を

つ
か
さ
ど
る
。

六
頁



(
企
商
調
整
主
幹
及
び
統
括
研
究
官
)

第
五
百
三
十
八
条
国
立
保
健
医
療
科
学
院
に
、

官
九
人
を
置
く
。

(
略
)

企
商
調
整
主
幹
一
人
及
び
統
括
研
究

2 

一
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
所
掌
事
務
に
係
る
養
成
及
び
訓
練
並
び
に
司
利
引
に

対
す
る
学
理
の
応
用
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
蓑
要
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並

び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
所
掌
事
務
に
係
る
養
成
及
び
訓
練
並
び
に
こ
れ
ら
に

対
す
る
学
理
の
応
用
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
特
定
事
項
の
総
括
に
当
た
る
こ

〉)。
同
制
括
研
究
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
立
保
健
医
療
科
-
明
恥
州
割
問
掌
事
務
に
係
る
養

成
刻
叫
訓
側
副
叫
吋
斗
利
引
同
矧
利
引
判
明
叫
刷
刷
叫
謝
到
刻
叫
刷
矧
叫
関
村
引
割

問
的
事
項
の
総
括
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

31 
(
国
立
保
倒
医
療
科
学
院
に
置
く
部
等
)

第
判
副
ヨ
什
川
副
刑
岡
剖
側
側
困
劇
利
制
刑
問
に
、
次
の
七
部
及
び
研
究
情
報
支
援
研
究

セ
ン
タ
ー
を
霞
く
。

総
務
部

政
策
技
術
評
価
研
究
部

生
涯
健
康
研
究
部

困
樹
ぺ
樹
制
刑
川
同
刈
刷
矧
制

到
剖
劇
樹
側
矧
制

倒
劇
創
樹
創
創
制
剣
刺

国
際
協
力
研
究
部

(
企
画
調
整
主
幹
)

第
五
百
三
十
八
条

国
立
保
健
医
療
科
学
院
に
、
企
画
調
整
主
幹
一
人
を
置
く
。

(
略
)

一
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
所
掌
事
務
に
係
る
養
成
及
び
訓
練
並
び
に
斗
叫
に
対

す
る
学
理
の
応
用
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
重
要
事
項
の
企
爾
及
び
立
案
並
び

に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
所
掌
事
務
に
係
る
養
成
及
び
訓
練
並
び
に
斗
叫
に
対

す
る
学
理
の
応
用
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
特
定
事
項
の
総
括
に
当
た
る
こ
と

2 

七
頁



(
総
務
部
の
所
掌
事
務
)

第
五
百
四
十
条
総
務
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
(
略
)

二
養
成
及
び
訓
練
並
び
に
斗
利
引
に
対
す
る
学
理
の
応
用
の
調
査
及
び
研
究
に
関

す
る
庶
務
を
行
う
こ
と
。

弓
到
劃
叫
削
剥
寸
倒
制
刻
訓
闘
開
制
叶
叫
剰
樹
制
叫
銅
剣
叫
闘
引
引
ゴ
剖
叶
l

四
前
一
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
所
掌
事
務
で
他
の

所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

(
総
務
部
に
置
く
課
)

-
第
五
百
四
十
一
条
総
務
部
に
、
次
の
三
課
を
置
く
。

総
務
課

会
計
課

研
修
・
業
務
課

(
総
務
課
の
所
掌
事
務
)

第
五
百
四
十
二
条
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

(
路
)

(
総
務
部
の
所
掌
事
務
)

第
五
百
四
十
条
総
務
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
(
略
)

二
養
成
及
び
訓
練
並
び
に
斗
判
に
対
す
る
学
理
の
応
用
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す

る
庶
務
を
行
う
こ
と
。

制
寸
引
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
所
掌
事
務
で
他
の

所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

(
総
務
部
に
置
く
諜
)

第
五
百
四
十
一
条
総
務
部
に
、
次
の
三
課
を
置
く
。

総
務
課

会
計
課

教
務
課

(
総
務
課
の
所
挙
事
務
)

第
五
百
四
十
二
条
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

(
略
)

J¥. 
頁



図
書
の
収
集
、
保
管
及
び
閲
覧
並
び
に
業
績
誌
の
編
集
に
関
す
る
こ
と
。

(
略
)

(
研
修
・
業
務
課
の
所
掌
事
務
)

第
五
百
四
十
四
条
研
修
・
業
務
課
は
、
養
成
及
び
訓
練
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
学

剖
叫
刷
刷
例
制
剤
刻
別
刷
矧
に
関
す
る
庶
務
を
行
う
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。

(
政
策
技
術
評
価
研
究
部
の
所
掌
事
務
)

第
五
叶
副
什
到
剣
劇
矧
出
制
矧
倒
刷
矧
部
は
、
国
立
保
働
医
療
科
学
院
似
所
掌
事
務

叫
引
叫
ォ
倒
鎖
国
劇
刻
叫
封
制
銅
剣
劃
叶
吋
斗
利
引
叫
闘
溺
利
引
制
出
町
樹
時
斗
凶
相
川

J
倒
倒
倒
劇
矧
叶

d
パ
引
叶
叶
ぱ
闘
引
引
制
剤
刻
叶
捌
側
同
刻
村
引
利
制
制
制
倒
叶

研
究
の
動
向
の
分
析
並
び
に
統
計
の
高
度
利
用
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

健
康
研
矧
部
の
例
制
事
事
務
)

第
E
百
四
百
川
出
刑
制
湖
倒
劇
刺
矧
部
比
、
国
立
保
健
民
劇
科
学
院
の
闘
車
事
務
の
う

引
1
封
剖
同
制
対
引
剰
刺
刻
叫
闘
割
叫
利
岡
可
制
劇
叫
倒
矧
利
明
樹
粗
削
討
は
倒
倒

指
導
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

生j(
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
研
究
部
の
所
掌
事
務
)

第
到
所
副
刊
廿
剣
剖
矧
ぺ
樹
制
引
け
叶
刈
矧
矧
部
は
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
所

割
割
刻
叫
引
引
1
同
劇
判
川
叶
オ
剖
叫
矧
制
判
川
同
対
吋
倒
引
叫
叫
針
寸
州
剖
引
u
q

(
生
活
環
境
研
究
部
の
所
掌
事
務
)

第
五
J
副
汁
川
刺
刑
制
制
覇
割
部
比
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
霊
事
務
の
う

五( 情医玉 ( 及 保五( 価並 等保五( さ
百人 報 療 百 経 び 健 百

政策 」健百術技 ど
四材 管 サ 四営 分 療医 悶 びと医倒 る 問 調 ( こ 養成
十育 理 l 十 科 析 十 科 し、 療 十 評 。十
八成 及 ピ 七 学 の 等 ムノ、寺会 統 う及 五 価 四の 路) JE B 奇練訓
条部 び ス 条 部 手 条部 言十 び 条 部

条 所務掌事ロコ サ 又 の 法
す関

の 。コ ) 

生 (f) 
人 所 I I I土 経 所

政策 所掌 度高 衛活 技術 所掌材 掌 ピ福 営 掌 係 る 関
育 事 ス 社 科

事務
る 計

科学
事 手IJ す 生

評価部 務事 対
成 務 (f) サ 寸ぷ4日L も 薗 務 用 る 並
部

) 

評 l 部
) 

の の 部
) 

研 び
、

l土 価 ピは を
策定 l土 係 究 l土

養成、
にス

、
ペコ

、
る の ラ向 、

」
国 係 を 国 カミ そ 国 も 動 れ

国立 及
立 る提 斗jzーや さの 立 の 向 び 応
保 も供 保 ど他 保 を の

連す関
保

練訓
F詰

健 のす 健 るの 健
つか 祈分

健 の
医 をる 医 o 政 医

療科医品づ4ニー

調査療 イコ 施 療
策立 療 さ る

す関科 か設 科
科品づt ど 技術

- 干コA土日、AづUい与 さ及 メ寸三t 案

庶務をる
院 どび 院

及び 院
るo の

祉福
院

の る事 の の
科ヴ~ニd与ー の

所 。業 所 こ所 ( 所

掌事 者 事掌 れ
務掌事

的 以
掌事務

イつ丁 す関の
資

及 下
務 経 務 び

も戸

る「 」
の 営 の す の 倫 保 の と 庶
ワ 管 フ るう 理 健 つ を

務をち 理 ち 調 ち
評的 療医

ち イコ、 、 、
査

、
カミ 行

第第第第第

九
頁



ち
、
出
費
出
掴
に
係
る
保
同
時
衛
生
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

，
(
傍
劇
危
機
管
剖
研
究
部
の
副
同
時
乞

第
オ
剖
酎
汁
刈
斜
倒
劇
創
樹
出
町
理
研
剤
耐
剛
は
、
国
立
保
健
医
療
科
明
院
の
例
掌
事
務

の
う
ち
、
健
康
危
機
管
理
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

(
国
際
協
力
研
究
部
の
目
劃
事
調
)

第
五
百
五
十
条
国
際
協
力
研
究
部
は
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
酬
劃
事
務
の
う
ち

、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
つ
カ
さ
ど
る
。

↓
倒
倒
困
劇
矧
叫
闘
引
引
国
劇
制
対
叫
剣
岡
1
制
劉
寸
封
刷
別
別
矧
倒
叫
闘
引
引
制

こ〉}。保
健
医
療
等
に
関
ポ
る
国
外
の
情
報
の
収
集
及
制
分
析
並
到
に
国
際
保
館
活
動

に
携
わ
る
人
材
の
育
成
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

(
研
究
情
報
支
援
研
究
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
)

第
到
副
到
叶
叶
副
剰
刺
剣
倒
制
対
樹
明
矧
引
叶
列
l
は
、
国
立
保
働
医
療
科
学
院
の
肝

掌
事
務
の
う
ち
、
保
健
医
療
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
評
価
、
利
用
及
び
提
供
に

係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
五
百
五
十
二
条
か
ら
第
五
百
六
十
条
ま
で

自U
除

福中止

も 生 五 ( ち 王 ( 疫学
五

疫
ち 五 ( 

カミ
域地

の 涯 百 生 百 公 百 百 公 さ
を 五

涯保健
公

五十 衛衆生
そ 王 A寸t 公 四 衆 ど 保

サ ペコ わ 十
衛衆生

の 十 部E 衆 十 衛 る 健
か Tこ 他 条 の 衛 九 生 。 医

ヒ守 さ る 条 部
条 看護部

人 所 生 条策政 療
ス ど 人 の

看護
の

疫Aナ< 掌事 策政
及

部 るの 生

所掌事務
健康

公衆衛生 部所掌の

び
ロコ o 健康

涯保健部
公衛衆生 所掌の

部 務
国際

所掌
係 の l土 係

の る
疫学

、
る 保

保持
も

看護部
立国

も
政策部 医I動舌E 務 I土 。コ 務 の 務

及 を 係 保 を
び

立国
〈コ l土 る 健 Jコl土

増進
カミ

、
も 医 カミ

携わ
保健

さ
立国

の 療 さ
国立

並 ど を 科 ど る
び

長草院

る
健保

てコ 学院 る 保 人
カミ 。健 材

病疾

療科学院医

さ の
療医

の
ど

所掌事 成技育
及び

る
科寸院位 <の

障害
務所掌事

務 術
の の の

の

所事掌務
ちっ 所掌

係
予 る
防 の

、
事 も

ちフ 疾病
務 の

係 の の を
る フ の フ イコ

第第第第
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第 第 第 第 第 第

療サ医
五

施

カミ
水道

3i 係 住宅 3i 
建

イコ 生 五 ( 口 五 ( ヨE
百 さ 百 水 る 百 カミ

活環境
百 生 腔 百 口 る、 百

五

設科部学

どに 五 道

保衛健生

そ 五
築衛生

さ 五 活
保健

五 腔 。福 五
十 る。 す関 十 ヱ の

十ノ、
ど 十

環境部
十

保健 社サ 十
ピ A 七 ρ部すふんー 他 る 五 四
ス 条 る 条 の 条 部 係 条 係 条 部 !条
又 の 計 の 及 建 の る ロコ る の ピ
l土 施

所掌事
画

水道 所掌事
び

築物
建

所掌事務
保健

生

所務掌事

も 口

所掌事務

ス
福祉

主福サ吐
設科学部

福祉
衛築生

活 の 腔
水 工

付
衛

環境部
を

保健部
す関

サ
務 道 部長す込ら一 務 。コ 生 ベコ

の
場進

帯
部

他部

カ〉 る ピ
ビfl土

整備
l土 備設 lま l土 さ は

技術
ス

ス
、 、

ど 部
を の

を
国立 及び 笛立

係 ノむ凸会、 国立
所掌

国立 る。 国立 の l土
提 る 向

、

供す 保健
管

保健
も 。

保健 保健 保健
上

国立
理 の ) 

係
及

る

療華鏡

そ

語科学院

を 並

長華院
る

長華院 長科学院

び
保健

施 の イコ び も
務業管設

他水道

カ〉

療草院
及 さ 都市

の

び ど 除を 理

設備 ロコ 工 の る。 環境 の の の

所掌事務

Aヴ4ニー

所掌事務 所務掌事

く

所掌事
所務掌事

係
及 ) る の

係 係 び も

所事務掌る る 居 係 務 の
もの もの 住 の るの の を
の

ちっ の
ちっ 環境 ちフ

も
ちフ ちフ ペコ

を を の か ロコ
Jコ イコ

、 、
を

、 、
さう

頁



(
地
方
厚
生
局
の
管
轄
区
域
の
特
例
)

第
七
百
五
条
の
二
(
略
)

叶
利
用
創
矧
倒
対
困
削
1
国
同
倒
劇
側
険
組
合
の
行
う
業
務
に
つ
い
て
の
指
唱
に
関
引

引
割
刻
叫
同
制
刻
謝
伺
例
剖
叫
矧
叫
剖
到
州
制
引
計
計
同
寸
当
割
闘
尉
矧
劇
倒
附
組

合
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
以
外
の
地
方
厚
生
局
に
対

し
て
、
そ
の
管
轄
区
域
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
当
該
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る。(
麻
薬
取
締
部
に
置
く
課
等
)

第
七
百
二
十
八
条
麻
薬
取
締
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

調
査
総
務
課

捜
査
企
画
情
報
課
(
関
東
信
越
厚
生
局
及
び
近
畿
厚
生
局
に
限
る
。
)

か
さ
ど
る
。

(
研
傾
斜
岡
部
の
酬
劃
事
務
)

第
司
副
到
刊
刈
剣
淵
倒
創
岡
部
は
、
国
立
保
健
医
療
科
執
院
の
例
劃
劃
務
の
う
ち
、

制
叫
捌
叶
引
叫
叫
剖
寸
州
剖
剖
引
叶
I

寸
謝
劇
刻
叶
訓
鮒
叶
剣
岡
刻
例
制
倒
劃
叫
凶
捌
制
叫
剛
判
叫
闘
対
引
d
M
M

斗
爵
閥
制
対
例
剣
副
1
制

劉
1
刻
姻
刻
叫
矧
倒
叫
闘
利
引
ゴ
け
叫

(
研
究
情
報
セ
ン
タ
ー
の
酬
劃
親
調
〕

第
五
」
到
川
叶
剰
刺
矧
倒
割
引
刈
列
川
は
、
国
立
保
同
時
医
療
科
学
院
の
所
挙
事
務
の
う

引
可
制
叫
矧
叶
引
叫
叫
剖
寸
州
剖
剖
引
叶
ー

一
保
健
医
療
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
評
価
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

斗
剛
劃
叫
叫
創
寸
倒
制
刻
叫
闘
関
劃
叶
同
製
樹
制
叫
銅
銅
叫
闘
引
引
ゴ
け
叫

(
地
方
厚
生
局
の
管
轄
区
域
の
特
例
)

第
七
百
五
条
の
二
(
略
)

(
麻
薬
取
締
部
に
置
く
課
等
)

第
七
百
二
十
八
条
麻
薬
取
締
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

調
査
総
務
課

捜
査
企
画
情
報
課
(
関
東
信
越
厚
生
局
及
び
近
畿
厚
生
局
に
限
る
。
)

頁



捜
査
第
一
課
(
北
海
道
厚
生
局
、
東
北
厚
生
局
及
び
中
国
四
国
厚
生
局
を
除
く
。

捜
査
第
二
課
(
北
海
道
厚
生
局
、
東
北
厚
生
局
及
び
中
国
四
国
厚
生
局
を
除
く
。

特
別
捜
査
課
(
北
海
道
厚
生
局
、
東
北
厚
生
局
及
び
中
国
四
国
厚
生
局
を
除
く
。

2 

捜
査
課
(
北
海
道
厚
生
局
、
東
北
厚
生
局
及
び
中
国
四
国
厚
生
局
に
限
る
。
)

国
際
情
報
課
(
関
東
信
越
厚
生
局
に
限
る
。
)

鑑
定
課
(
相
湖
剖
周
到
司
剰
刺
劇
到
刷
刻
例
制
困
四
国
周
到
刷
剖
附
パ
川
。
)

前
項
に
掲
げ
る
課
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
厚
生
局
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
置
く
。

(
略
)

イ

(
略
)

(
略
)

関
東
信
越
厚
生
局
、
東
海
北
陸
厚
生
局
及
び
近
畿
厚
生
局

(
削
除
)

ロ

情
報
官

一
人

(
略
)

(
情
報
官
の
職
務
)

第
七
百
三
十
四
条
(
略
)

2

北
海
道
厚
生
局
、
東
北
厚
生
局
、
東
海
北
陸
厚
生
局
、
中
国
四
国
厚
生
局
及
び
九

州
厚
生
局
の
情
報
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
第
七
百
三
十
三
条
各
号

に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

、ノ

捜
査
第

一
課
(
北
海
道
厚
生
局
、
東
北
厚
生
局
及
び
中
国
四
国
厚
生
局
を
除
く
。

捜
査
第
二
課
(
北
海
道
厚
生
局
、
東
北
厚
生
局
及
び
中
国
四
国
厚
生
局
を
除
く
。

特
別
捜
査
課
(
北
海
道
厚
生
局
、
東
北
厚
生
局
及
び
中
国
四
国
厚
生
局
を
除
く
。

2 

捜
査
課
(
北
海
道
厚
生
局
、
東
北
厚
生
局
及
び
中
国
四
国
厚
生
局
に
限
る
。
)

国
際
情
報
課
(
関
東
信
越
厚
生
局
に
限
る
。
)

鑑
定
課
(
闘
刻
伺
創
朗
剖
刷
1
剖
剣
劇
到
刷
刻
訓
刈
州
用
創
刷
叫
閥
到
。
)

前
項
に
掲
げ
る
課
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
厚
生
局
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
置
く
。

(
略
)

イ

(
略
)

(
略
)

二

関
東
信
越
厚
生
局
及
び
近
畿
厚
生
局

三

東
海
北
陸
厚
生
局
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

情

報

官

一
人

口
鑑
定
官
二
人

四

(

略

)

ロ

情
報
官

一
人

(
情
報
官
の
職
務
)

第
七
百
三
十
四
条
(
略
)

2

北
海
道
厚
生
局
、
東
北
厚
生
局
、
東
海
北
陸
厚
生
局
、
中
国
四
国
厚
生
局
及
び
九

州
厚
生
局
の
情
報
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事

務
を
行
う
。

頁



(
鑑
定
官
)

第
七
百
三
十
五
条
関
東
信
越
厚
生
局
、
近
畿
厚
生
局
及
び
九
州
厚
生
局
の
鑑
定
課
に

寸
寸
利
引
付
鑑
定
雪
一
人
『
対
湖
相
倒
周
到
尉
例
銅
剣
謝
可
制
矧
割
刈
を
置

ノ¥。

2 

(
略
)

(
労
働
基
準
部
に
置
く
課
)

第
七
百
七
十
七
条
労
働
基
準
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

監
督
謀

労
働
時
間
課
(
東
京
労
働
局
、
愛
知
労
働
局
及
び
大
阪
労
働
局
に
限
る
。
)

賃
金
課
(
北
海
道
労
働
局
、
東
京
労
働
局
、
神
奈
川
労
働
局
、
愛
知
労
働
局
、
大

阪
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
及
び
福
岡
労
働
局
に
限
る
。
)

健
康
安
全
課
(
北
海
道
労
働
局
、
東
京
労
働
局
、
神
奈
川
労
働
局
、
愛
知
労
働
局

、
大
阪
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
及
び
福
岡
労
働
局
を
除
く
。
)

安
全
課
(
北
海
道
労
働
局
、
東
京
労
働
局
、
神
奈
川
労
働
局
、
愛
知
労
働
局
、
大

阪
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
及
び
福
岡
労
働
局
に
限
る
。
)

健
康
課
(
北
海
道
労
働
局
、
東
京
労
働
局
、
神
奈
川
労
働
局
、
愛
知
労
働
局
、
大

阪
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
及
び
福
岡
労
働
局
に
限
る
。
)

労
災
補
償
課

(
健
康
安
全
課
の
所
掌
事
務
)

第
七
百
八
十
一
条
健
康
安
全
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
-
二
(
略
)
)

(
健
康
課
の
所
掌
事
務
)

第
七
百
八
十
三
条
健
康
課
は
、
第
七
百
八
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

(
鑑
定
官
)

第
七
百
三
十
五
条

2 

(
略
)

(
労
働
基
準
部
に
置
く
課
)

第
七
百
七
十
七
条
労
働
基
準
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

監
督
課

労
働
時
間
諜
(
東
京
労
働
局
、
愛
知
労
働
局
及
び
大
阪
労
働
局
に
限
る
。
)

賃
金
課
(
北
海
道
労
働
局
、
東
京
労
働
局
、
神
奈
川
労
働
局
、
愛
知
労
働
局
、
大

阪
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
及
び
福
岡
労
働
局
に
限
る
。
)

剣
剣
倒
制
調
(
北
海
道
労
働
局
、
東
京
労
働
局
、
神
奈
川
労
働
局
、
愛
知
労
働
局

、
大
阪
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
及
び
福
岡
労
働
局
を
除
く
。
)

安
全
課
(
北
海
道
労
働
局
、
東
京
労
働
局
、
神
奈
川
労
働
局
、
愛
知
労
働
局
、
大

阪
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
及
び
福
岡
労
働
局
に
限
る
。
)

労
働
衛
生
課
(
北
海
道
労
働
局
、
東
京
労
働
局
、
神
奈
川
労
働
局
、
愛
知
労
働
局

、
大
阪
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
及
び
福
岡
労
働
局
に
限
る
。
)

労
災
補
償
課(

略
)

(
矧
倒
創
生
課
の
所
掌
事
務
)

第
七
百
八
十
三
条
労
働
衛
生
課
は
、
第
七
百
八
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ四

賀
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八
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所
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五
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愛
知 (

略
)

(
略
)

西
尾

(
略
)

西
尾
市

西
尾
市

(
路
)

愛
知 (

略
)

(
略
)

西
尾

(
略
)

西
尾
市

(
略
)

西
尾
市
、
幡
豆
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一
六
頁




